
◎裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法

律 
（平成一九年五月三〇日法律第六〇号）   

一、提案理由（平成一九年三月二七日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（長勢甚遠君） 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正す

る法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 裁判員制度の下で、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属した場合に、事件

の内容等によっては、すべての事件を併せて審理すると裁判員の負担が著しく大きくな

ることがあり得るところ、広く国民が裁判の過程に参加し、その感覚が裁判内容に、よ

り反映されるようになることによって、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法

がより強固な国民的基盤を得ることができるようになるという裁判員制度の意義にかん

がみますと、幅広い層から、より多くの国民の参加が可能になるようにするため、裁判

員の負担を軽減する必要があります。加えて、裁判員の参加する刑事裁判の審理におい

て、証人尋問等を記録した記録媒体を評議等において活用することは、裁判員が充実し

た審理及び裁判を行うことができるようにするため特に有用であると思われます。また、

検察審査員は、選挙人名簿から無作為抽出した名簿を基に、選挙管理委員会における欠

格事由等の資格審査を経て、検察審査会が無作為抽出で選定しているところ、裁判員制

度では、裁判員の欠格事由等の資格審査は裁判所で行われることとなるのに伴い、検察

審査員の資格審査等の事務も裁判所職員が充てられている検察審査会に移行することが

合理的でありますから、そのための選定手続の整備等を図る必要があります。 

 この法律案は、このような状況を踏まえて裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等

の司法制度改革関連法の円滑な実施を図るために必要な法整備を行おうとするものであ

ります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、裁判員制度の下において、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係属し

た場合に、裁判員の負担を軽減するため、一部の事件を区分し、区分した事件ごとに審

理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪・無罪を判断する部分判決をした上、これ

を踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が全体の事件について終局の判

決をすることができるようにすることであります。 

 第二は、裁判員の参加する刑事裁判における充実した評議等を可能とするため、その

裁判の審理において、証人尋問等を記録媒体に記録することができるようにすることで

あります。 

 第三は、検察審査員の資格に関し、現在市町村の選挙管理委員会が行っている欠格事

由等に係る資格の有無の判断を検察審査会が行うこととするとともに、検察審査員等の

欠格事由及び就職禁止事由の整理、その他検察審査員等の選定手続等に関し所要の規定

の整備をするものであります。 



 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上がこの法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院法務委員長報告（平成一九年四月一一日） 

○山下栄一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、裁判員制度の下において、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が係

属した場合に、裁判員の負担を軽減するため、一部の事件を区分し、区分した事件ごと

に審理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪、無罪を判断する部分判決をした上、

これを踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が全体の事件について終局

の判決をすることができる制度を創設するほか、検察審査員の資格の有無の判断を検察

審査会において行うこととするなど検察審査員の選定手続を整備する等、司法制度改革

関連法の円滑な実施を図るために必要な法整備を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、裁判員制度に対する国民の不安を解消する措置、区分審理の

決定を行う要件、区分審理の運営の在り方、裁判員の負担を軽減する方策等について質

疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月一〇日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 裁判員制度の意義、内容、具体的裁判手続等について、国民や企業等に対する周知

徹底が十分なされるよう一層努力するとともに、裁判員が刑事裁判に参加しやすくなる

よう刑事裁判の更なる迅速化とともに有給休暇制度や保育・介護施設等の環境整備の拡

充・促進に一層努めること。 

二 部分判決制度が、裁判員の負担軽減を図る一方、犯罪の証明又は被告人の防御に支

障を生じさせるおそれがあることにかんがみ、その実施に当たっては、裁判員の負担を

でき得る限り軽減することを考慮しつつ、個々の区分事件や全体の事件について、被告

人の利益が保障され、迅速に真相究明が実現し適正な結論が得られるよう、公正で的確

な運用がなされるよう司法関係者に対して周知徹底に努めること。 

三 広く国民が刑事裁判の過程に参加し、その感覚を裁判内容により反映させることが

裁判員制度の根幹であることを踏まえ、性別、年齢、職種等に偏りのない幅広い層の国

民から裁判員が選任されるとともに、裁判員の裁判への関与が形骸化することのないよ

う、的確な運用がなされるよう司法関係者に対して周知徹底に努めること。 



四 併合事件審判においては、裁判員の感覚が十分反映された適正な量刑判断が確保さ

れるよう、区分事件の公判手続の更新が的確に行われるとともに、部分判決の判決書が

具体的かつ平易な表現内容で、新たに選任される併合事件審判の裁判員にも理解しやす

いものとなるよう、司法関係者に対して周知徹底に努めること。 

五 証人尋問等の記録媒体への記録及びその活用については、評議等の充実を確保しつ

つ、証人等のプライバシーの保護、被害者感情の尊重などを十分勘案した上、適切な運

用を行うこと。 

六 公判調書の整理期限の伸長については、被告人の防御等に支障を生じさせることの

ないよう厳格な運用に配慮すること。 

七 裁判員制度の円滑な実施のため、国民が主体的かつ積極的に裁判員裁判に参加でき

るよう、国民の生活実態や参加の障害事由等の精確な把握に努めるとともに、裁判員制

度の施行後の状況等を勘案し、必要があれば迅速に適切な措置を講ずること。 

八 裁判員制度を円滑に実施するため、学校における法教育に加え、職場、地域等を通

じて、幅広い層の国民に対する一層の法教育の充実を図るとともに、地方公共団体、日

本弁護士連合会等の法律関連職種の諸団体、企業などとの協力体制の充実強化や法教育

に関する人的・物的体制の拡充について、引き続き調査・研究を行い、必要に応じ適切

な措置を講ずること。 

九 検察審査員等の選定等に際しては、欠格事由等に係る資格の有無について適正な判

断を行うとともに、選定手続の遅滞による事件処理の停滞等を招来することのないよう

遺漏なきを期すること。 

十 裁判員の負担が過大となれば、裁判員制度自体を維持することが不可能になるので、

その拘束期間、時間をより短くするような工夫を更に研究すること。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（平成一九年五月二二日） 

○七条明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、司法制度改革関連法の円滑な実施を図るための法整備を行おうとするもので

あり、その主な内容は、次のとおりであります。 

 まず第一に、裁判員制度のもとにおいて、裁判所に同一被告人に対する複数の事件が

係属した場合に、裁判員の負担を軽減するため、区分した事件ごとに部分判決をした上、

これを踏まえて、全体の事件について終局の判決を行う部分判決制度を創設することと

いたしております。 

 第二に、裁判員の参加する刑事裁判の審理において、証人尋問等を記録媒体に記録す

ることができるものとしております。 

 第三に、検察審査員の資格の有無の判断を検察審査会が行うこととするなど、検察審

査員の選定手続を整備しております。 



 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十五日本委員会に付託され、十六日長勢

法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一

致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えて、報告とさせていただきます。 

○附帯決議（平成一九年五月一八日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 部分判決制度の実施に当たっては、裁判員の負担の軽減を図るという目的を踏まえ

つつ、被告人の利益が保障され、迅速に真相究明が実現し適正な結論が得られるよう、

公正で的確な運用がなされるよう司法関係者に周知徹底すること。 

二 併合事件審判における量刑判断を適正なものとするため、区分事件における量刑事

情を併合事件審判の裁判員が十分理解できるよう、部分判決の判決書を分かりやすいも

のとすること等に努めるよう司法関係者に周知徹底すること。 

三 証人尋問等の記録媒体への記録及びその活用については、証人等のプライバシーの

保護、被害者感情の尊重等に十分配慮して行うこと。 

四 被告人の防御等に支障を生ずることのないよう、公判調書を整理すべき期限の改正

内容を司法関係者に周知徹底すること。 

五 検察審査員の選定等に当たっては、欠格事由等に係る資格の有無の判断その他その

手続を適正かつ円滑に行うこと。 

六 裁判員制度の意義及び内容について国民や企業等に対する周知徹底が十分なされる

よう広報啓発活動の一層の充実を図るとともに、幅広い層の国民に対する法教育の充実

に努めること。 

七 国民が裁判員として刑事裁判に参加しやすくなるよう、刑事裁判の更なる迅速化に

向けた工夫を行うほか、有給休暇制度の促進及び保育・介護施設等の環境の整備に努め

ること。 


